
徳島地方検察庁 出前教室・移動教室のご案内 

刑事手続について学ぼう！！  

 検察官・検察事務官が学校を訪問して、講義等

を行い、皆さんからの質問に答えます。 

【具体例】 

・検察庁の役割や業務説明 

・検察庁で取り扱う刑事事件の捜査・公判の流れ 

・裁判員裁判制度 

・被害者参加制度 

・社会復帰支援 

・日々の生活と法律との関わり 

○ 出前教室（出前授業） 

 徳島地方検察庁までお越しいただき、当庁施設

見学や業務内容等を説明します。 

 また、裁判所の法廷見学、刑事裁判傍聴、他機

関との連携も可能です。 

※ 裁判所や刑事裁判の都合により実施できないことが

ありますので、あらかじめご了承ください。 

○ 移動教室（職場体験学習） 

徳島地方検察庁HP 
出前教室、移動教室に関するお問い合わせ 

徳島地方検察庁 広報担当 岡本 

 088-652-5191（内線2921） 

生きるチカラ！ 

【案】移動教室（職場体験学習） 

  プログラム（１日コース） 

時間 研修内容 

9:30-9:40 集合・日程説明等 

9:45-10:20 検察庁業務説明 

  休憩 

10:30-11:10 刑事裁判について学ぼう 

  休憩（移動） 

11:25-12:00 法廷傍聴・見学 

  昼休憩（昼食） 

13:00-13:30 施設見学 

  休憩 

13:40-14:20 模擬取調べ 

  休憩 

14:30-15:00 職員との座談会等 

 徳島地方検察庁では、検察庁の業務や検察官及び検察事務官の役割、裁判員制度などについて広

く知っていただくため、出前教室、移動教室を開催しています。 

 日時や時間、内容等対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。 

～令和６年度 

 出前教室の様子～ 

～令和６年度 

 移動教室の様子～ 

Q 検察官・検察事務官は捜査や公判で何をしているの? 

Q 裁判での手続きやその流れはどうなっているの？ 

Q 被害者が裁判に参加する手続、被害者保護の制度はどう 

  なっているの？ 

Q 罪を犯した人がやり直すため、どんなことをしているの？ 

○ 刑事手続に関する疑問･･･ 

 ppo57-kohokan.2si@i.kensatsu.go.jp 


